
鹿児島市心をつなぐ訪問給食事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、援護を必要とする高齢者に計画的な配食を提供しその安否の確認を行う 

心をつなぐ訪問給食事業（以下「事業」という。）を実施することにより、高齢者の健康で

自立した生活の支援及び孤独感の解消を図るとともに、配食に従事する者とのふれあいを通

じて自立意欲を促し、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ 

ろによる。 

 (1) 高齢者 本市に居住し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第６条の規定によ 

  り本市住民票に記録されている在宅の６５歳以上の者 

(2) 訪問給食協力グループ等 地域福祉に理解と熱意を有し、高齢者宅への食事の配食とふ

 れあいを図る協力員をもって組織する団体又は個人で、第５条の規定により登録を受けた 

  ものをいう。 

(3) 地域ステーション 地域福祉館、校区公民館、集会所等配食用容器の受渡しができる施

 設をいう。 

（実施主体等） 

第３条 事業の実施主体は鹿児島市とし、次の各号のいずれかに該当する社会福祉法人等（以

下「事業受託法人」という。）に委託するものとする。 

(1) 老人デイサービスセンターを設置している社会福祉法人 

 (2) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第９４条に基づく介護老人保健施設を設置して

いる法人（前号に該当するものを除く。） 

 (3) 社会福祉法人又は医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条に基づく病院を開設して

いる法人であって、日常的に高齢者に食事の提供を行っているもの（前２号に該当するも

のを除く。） 

 (4) 日常的に高齢者に食事の提供を行っている事業者（調理から配食までの業務の一部を別

の事業者に再委託する場合にあっては、当該再委託先の事業者を含む。以下この号におい

て同じ。）で、次に掲げる事項を満たすものとして、市長が適当と認めるもの（前３号に

該当するものを除く。） 

ア 法人であること。 

イ 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５５条第１項に規定する許可を受け、又

は同法第５７条第１項に規定する営業の届出を行っていること。ただし、同許可又は同

届出を要しない事業者は、この限りでない。 

（対象者） 



第４条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、定期的に安否の確認を必要と

 するものとする。ただし、アレルギー食及び糖尿病食、おかゆ食その他の特別食等の個別対 

 応が必要な者を除く。 

(1) ひとり暮らしの高齢者で、食生活の手助けを必要とするもの 

 (2) 次に掲げる世帯のいずれかに属する者で介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１９ 

 条第１項に規定する要介護認定（以下「要介護認定」という。）又は同条第２項に規定す 

 る要支援認定（以下「要支援認定」という。）を受けたもの 

 ア 要介護認定又は要支援認定を受けた２人以上の高齢者だけで構成される世帯 

 イ 要介護認定において要介護状態の程度が要介護３、要介護４又は要介護５と認定され 

   た高齢者の属する高齢者だけで構成される世帯（ひとり暮らしの高齢者の世帯を除く） 

  ウ ア及びイに掲げる世帯のほか、これらに準ずる世帯として市長が特に認める世帯 

(3) 他の世帯員の長期入院又は施設入所等により第１号又は第２号の要件に該当することと

 なった者 

 (4) その他市長が特に必要と認める者 

（協力グループの登録） 

第５条 訪問給食協力グループ等として登録を受けようとするものは、その代表者又は個人が 

訪問給食協力グループ等登録申請書（様式第１）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する登録申請書の提出があり、訪問給食協力グループ等として認定し 

又は却下したときは、訪問給食協力グループ等認定（却下）通知書（様式第２）によりその 

 代表者又は個人に通知するとともに、訪問給食協力グループ等登録台帳（様式第３）に登録

 するものとする。 

３ 訪問給食協力グループ等のうち団体の代表者は、団体の構成員に変更が生じたときは、訪

 問給食協力グループ変更届出書（様式第４）を市長に提出するものとする。 

（事業実施） 

第６条 事業の実施に当たっては、次に定めるところによるものとする。 

(1) 配食は昼食時及び夕食時に行うものとし、配食を受ける者は継続して給食を受けること

 を原則とする。 

 (2) 昼食の配食回数は、要支援認定において要支援の程度が要支援２と認定された者又は要 

  介護認定を受けた者(経過的要介護認定を受けた者を除く。)に対しては週６回以内とし、 

  その他の者に対しては週３回以内とする。 

(3) 夕食の配食は、昼食の配食回数が週６回である者に対して行うものとし、その回数は週 

 ６回とする。この場合において、１週間当たりの昼食の配食回数を計算するに当たっては、 

 次に掲げる回数を加えることができる。 

 ア 介護保険法に基づく訪問介護、通所介護又は通所リハビリテーションによる食事の提 

   供の回数のうち１回（市長が特に必要と認める場合にあっては、市長が認める回数） 



  イ 人工透析療法に伴う病院等での摂食回数のうち、市長が認める回数 

 ウ 市長が特に必要と認める場合にあっては、アに掲げるサービス以外のサービスによる

  定期的な食事の提供の回数のうち１回（市長が特に必要と認める場合にあっては、市長 

   が認める回数） 

(4) 利用者宅への配食は、事業受託法人又は訪問給食協力グループ等が行うものとする。こ

 の場合において、訪問給食協力グループ等が配食を行うときは、事業受託法人が地域ステ 

  －ションまで搬送した給食を引き継ぎ、利用者宅に届けるものとする。 

(5) 利用者宅からの配食用容器の回収は、事業受託法人又は訪問給食協力グループ等が行う

 ものとする。この場合において、訪問給食協力グループ等が回収を行うときは、利用者宅 

  から地域ステーションまで配食用容器を搬送し、事業受託法人に引き渡すものとする。 

（休止日） 

第７条 事業の休止日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

 (2) １２月３０日から翌年の１月３日までの日 

 (3) 市長が特に定めた日 

（利用の手続） 

第８条 訪問給食を利用しようとする者は、鹿児島市心をつなぐ訪問給食事業利用申請書（様

 式第５）に同意書（様式第５の２）その他の必要な書類を添えて市長に申請するものとする。

 この場合において、週４回以上の訪問給食の利用を希望する者は、当該申請書に要支援認定

 又は要介護認定を受けていることを証明する書面を添付するものとする。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、市長が別に定める調査票により十分な調査を実施し 

 た上で訪問給食の利用の可否を決定し、その旨を鹿児島市心をつなぐ訪問給食事業利用決定 

 （却下）通知書（様式第６）により申請者に通知するとともに、鹿児島市心をつなぐ訪問給

食事業利用者登録台帳（様式第７。「以下「利用者登録台帳」という。」）に登録するもの

とする。 

３ 市長は、前項の規定により訪問給食の利用者（以下「利用者」という。）を決定したとき

は、鹿児島市心をつなぐ訪問給食事業依頼書（様式第８）により、訪問給食の実施を事業受

託法人の長に依頼するものとする。 

４ 利用者が配食回数の変更を希望するときは、鹿児島市心をつなぐ訪問給食事業配食回数変

 更申請書（様式第９）を市長に提出するものとする。この場合において、第１項後段の規定

 は、配食回数を週３回以下から週４回以上に変更する場合について準用する。 

５ 市長は、前項の申請があったときは、訪問給食の配食回数の変更の可否を決定し、その旨

 を鹿児島市心をつなぐ訪問給食事業配食回数変更決定（却下）通知書（様式第１０）により

 利用者に通知するとともに、利用者登録台帳に変更内容を記録するものとする。 

６ 市長は、前項の規定により訪問給食の配食回数の変更を決定したときは、鹿児島市心をつ



 なぐ訪問給食事業配食回数変更依頼書（様式第１１）により、配食回数の変更を事業受託法

 人の長に依頼するものとする。 

７ 利用者は、やむを得ない事情により、給食を必要としない場合は、給食を受ける日の前日 

 までに事業受託法人の長に届け出るものとする。 

８ 市長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当該利用者の訪問給食の利用を廃止す

 るものとする。 

 (1) 訪問給食の利用を辞退する意思表示があったとき。 

 (2) 第４条に規定する事業の対象者に該当しなくなったとき。 

 (3) 次条の規定による利用調整の結果、訪問給食の利用の必要がない者であると認められる

  とき。 

 (4) 連続して１年以上、訪問給食を利用しないとき。 

 (5) 死亡したとき。 

(6) 第１１条第１項に規定する遵守事項に反する行為を行った場合において、同条第２項に

基づく市長の指導に従わないとき又は改善が認められないとき 

 （配食の再調整） 

第９条 市長は、定期的に利用者の生活状況の再調査を行い、配食回数の調整その他の食事の

 提供を伴う他の公的サービス等との利用調整を行うものとする。 

２ 前項の再調査は、市長が別に定める調査票により行うものとする。 

 （利用料） 

第１０条 利用者は、１食につき４００円を利用料として負担するものとする。ただし、住民

 税非課税世帯に属する者及び生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１１条第１項に規

 定する保護を受けている者については、１食につき２００円とする。 

２ 前項に定める利用料は、１月分をその月の末日までに事業受託法人に納入するものとする。 

３ 利用者が、給食を必要としないにもかかわらず、第８条第７項に定める手続を怠った場合、

利用者は第１項の規定にかかわらず、利用料として食材費、人件費その他の当該給食の配食

に要した費用を負担するものとする。 

４ 利用者は、年度の途中において住民税の課税状況等に変更が生じたときは、速やかに鹿児

島市心をつなぐ訪問給食事業課税状況等変更届（様式第１２）に第８条第１項の同意書その

他の必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。 

５ 市長は、前項の規定による届出があった場合において、利用料を変更するときは、当該届

 出があった月の翌月分の利用料から変更するものとする。 

６ 市長は、前項の規定により利用料の変更を行うときは、鹿児島市心をつなぐ訪問給食事業

 利用料変更決定通知書（様式第１３）により利用者に通知するとともに、利用者登録台帳に

 変更内容を記録するものとする。 

７ 市長は、第５項の規定により利用料を変更したときは、鹿児島市心をつなぐ訪問給食事業



 利用料変更依頼書（様式第１４）により、利用料の変更を事業受託法人の長に依頼するもの

 とする。 

（遵守事項等） 

第１１条 市長は、事業の適正な運営を確保するため、利用者に対し、次の事項の遵守を求め

るものとする。 

(1) 利用料を正当な理由なく滞納しないこと。 

(2) 事業の運営に支障を及ぼす行為を行わないこと。 

２ 市長は、利用者に前項各号に反する行為があると認めるときは、当該利用者に対し必要な

指導を行うものとする。 

様式第６を次のように改める。 

 （活動費） 

第１２条 市長は、訪問給食協力グループ等に対し、配食のための活動費として１配食につき

 １００円を支払うものとする。 

２ 前項に定める活動費は、四半期ごとに支払うものとする。 

 （委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成５年５月１日から施行する。 

 （吉田町等の編入に伴う経過措置） 

２ 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日前にこれらの町であった区域に住

 所を有している者に係る訪問給食事業の実施については、平成１７年３月３１日までの間に

 限り、この要綱の規定にかかわらず、それぞれ吉田町高齢者訪問給食サービス事業実施要綱

 （平成１２年吉田町要綱第１号）、桜島町「食」の自立支援事業実施要綱（平成１６年桜島

 町告示第２号）、喜入町給食サービス事業実施要綱（平成１６年喜入町告示第１４号）、松

 元町「食」の自立支援事業実施要綱（平成１６年松元町告示第４号）及び郡山町「食」の自

 立支援事業実施要綱（平成１６年郡山町告示第２号）の例による。 

（生活保護法による保護の基準改正に伴う経過措置） 

３ 平成３０年９月３０日において生活保護受給者であった者で、同年１０月１日施行の生活

保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示第１５８号。以下「基準」という。）の改

正に伴い生活保護を廃止されたもの（改正前の基準であれば生活保護を廃止されなかったも

のに限る。）については、第１０条第１項の規定にかかわらず、生活保護の廃止日から当分

の間、利用料は１食につき２００円とする。 

   付 則 

 この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 



   付 則 

 この要綱は、平成８年７月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成９年６月３日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１０年１０月１２日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１２年７月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   付 則 

１ この要綱は、平成１６年７月１日から施行する。 

２ この要綱の施行前に、改正前の鹿児島市心をつなぐ訪問給食事業実施要綱の規定により作

 成された様式は、改正後の鹿児島市心をつなぐ訪問給食事業実施要綱の規定により作成され

 た書類とみなす。 

   付 則 

 この要綱は、平成１６年１１月１日から施行する。 

      付 則 

  この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   付 則 

  （施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ この要綱の施行前に改正前の鹿児島市心をつなぐ訪問給食事業実施要綱に規定する様式に

 より作成された書類は、改正後の鹿児島市心をつなぐ訪問給食事業実施要綱に規定する様式

 により作成された書類とみなす。 

   付 則 

 この要綱は、平成１９年５月１０日から施行する。 

   付 則 

  （施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年１１月２８日から施行する。 

  （経過措置） 

２ この要綱の施行前に改正前の鹿児島市心をつなぐ訪問給食事業実施要綱に規定する様式に



 より作成された書類は、改正後の鹿児島市心をつなぐ訪問給食事業実施要綱に規定する様式

 により作成された書類とみなす。 

付 則 

 この要綱は、平成２４年７月９日から施行する。 

   付 則 

この要綱は、平成２５年８月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２６年３月２８日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２７年３月２６日から施行する。ただし、第６条の改正規定は、平成２７

年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２８年３月２８日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２９年３月２２日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、鹿児島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例（平成２８年条例

第３０号）の施行の日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行前にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に規定する様式により作成さ 

 れた書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に規定する様式により作成された書類 

 とみなす。 

  付 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



     付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行前に改正前の鹿児島市心をつなぐ訪問給食事業実施要綱に規定する様式に

 より作成された書類は、改正後の鹿児島市心をつなぐ訪問給食事業実施要綱に規定する様式

 により作成された書類とみなす。 


